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遊
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税
の
若
干
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題
・
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法
皐
博
士

日
本
の
家
族
制
度
さ
民
法
・
・
・
・
・
・
丈
撃
博
士

競

苑

勢
力
三
経
漕
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
女
月
十
博
士

徳
川
時
代
の
工
業
ヨ
同
業
資
本
・
伽
“
“
純
一
川
県
土

米
の
卸
責
相
場
さ
小
責
相
場
さ
の
関
係
・
経
海
底
十
士

世
界
商
品
債
格
の
決
定
-
-
-
-
a

。
.
霊
感
博
士

濁
逸
蓄
積
制
の
崩
壊
さ
財
政
調
整
法
・
-
経
済
皐
土

時
属
理
論
の
一
考
察
・
・
・
・
・
・
・
・
将
溌
皐
士

雑

録

元
職
時
代
鯖
農
武
士
の
家
計
・
・
・
・
・
器
一
撃
博
士

統
計
拾
穂
抄
••• 

・
・
・
・
・
・
法
墜
博
士

正
司
考
棋
の
事
責
反
封
論
・
・
・
・
・
・
・
経
浴
槽
学
士

附

録

新
着
外
園
経
漕
雑
誌
主
要
論
題

禁

範

輔
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柴
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敬
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巌
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口
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庁

ム
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事品

江

保

臓

木
誌
前
披
に
於
て
忍
は
、
徳
川
時
代
諸
藩
に
於
で
行
は
れ
た
る
犠
管

事
責
仕
法
に
閥
ナ
る
、
同
時
代
思
者
の
若
干
の
意
見
を
紹
介
し
た
。
本

稿
に
於
て
は
其
補
論
と
し
て
、
徳
川
後
期
の
経
済
墜
者
正
司
考
棋
の
意

見
圭
一
瞥
し
よ
う
と
忠
ふ
。

正
司
考
戚
の
主
著
「
経
済
問
答
秘
録
」
は
徳
川
時
代
有
数
の
経

済
警
と
し
て
知
ら
る
三
別
で
あ
る
が
、
共
内
、
経
済
要
論
・
園

用
考
・
征
様
考
の
諸
容
に
、
事
費
制
度
乃
至
は
諸
落
の
官
業
に

関
す
る
彼
の
意
見
が
散
見
す
る
。
先
つ
征
椎
考
に
、
『
四
民
各

第
三
十
一
巻

七
/、

第
五
就

一
四
六

共
職
有
り
、
制
度
に
も
ど
ら
?
其
白
職
ぞ
勤
る
ぞ
人
道
と
す
。

大
和
久
し
く
武
家
も
至
極
の
関
眠
ゆ
へ
か
、
自
職
そ
陵
て
卑
劣

の
商
峨
そ
営
む
は
、
凶
家
混
飢
の
本
な
り
。
先
年
或
領
分
に
産

物
仕
入
と
云
官
署
を
建
て
、
伶
例
の
者
段
々
累
進
し
、
互
に
利

ぞ
興
し
、
先
鋭
中
婦
女
に
摘
締
沿
貸
し
て
紡
積
さ
せ
、
乳
、
木
綿

入
管
官
に
収
め
て
大
限
に
版
ぎ
、
院
路
に
は
畿
内
・
広
島
・
作
州
等

の
綿
々
民
め
て
叉
婦
女
じ
貸
し
、
市
一
ば
胸
中
市
す
や
貸
し
、
或
は
質

屋
久
ゼ
建
て
利
息
を
取
り
刊
貨
殖
専
一
と
す
。
諾
t
酬
は
職
。
伊
毒
は

れ
大
に
困
苦
し
、
後
に
は
領
民
高
利
ケ
借
る
様
に
移
り
、
債
は

公
威
令
以
て
狛
責
せ
ら
れ
、

一
銭
の
宿
蓮
無
く
、
巳
に
凶
裁
に

逃
へ
ど
も
、
誰
一
人
取
替
ゐ
者
も
な
く
、
氏
関
心
至
と
治
り
甚

怨
払
一
』
と
述
べ
て
ゐ
る
。
之
れ
九
州
地
方
某
落
の
木
綿
専
賢
岳

叙
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
共
仕
訟
は
右
に
よ
っ
て
窺
は
る
、
如

く
、
領
民
に
原
料
及
生
活
資
料
ぞ
供
給
し
て
木
綿
密
製
作
せ
し

め
、
之
ぞ
悉
く
落
の
手
に
収
め
て
大
阪
に
寅
捌
け
る
、
言
は
ぜ

領
外
輸
出
の
溺
占
で
あ
る
。
此
仕
法
に
よ
っ
て
、
藩
も
利
盆
冶

得
、
領
夫
も
職
を
得
て
、

一
庭
は
良
制
度
の
如
く
見
ゆ
る
も
、

他
面
商
人
は
職
を
奪
は
れ
、
叉
藩
が
利
を
専
ら
と
す
る
結
果
生

保 cf.Meitz.en. op. cit. 5S. J8r 182; Block-Schecl， op. cit.， S. 1I3 

0 拙論、徳川時代の藩瞥宴費論、(木誌、第三j----~吾、四抗)
2} 征綻考、(日本経世年叢書、巻二十三、 183頁)



産
者
を
も
座
迫
す
る
事
と
な
る
、
P
ら
、
結
局
惑
制
度
で
あ
る
と

考
棋
は
設
く
の
で
あ
る
o

北
ハ
外
或
は
、
産
物
仕
入
は
、
藩
札
の
後
行
・
献
金
・
人
別
銭
等

と
同
様
、
民
の
富
源
ぞ
掴
渇
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
い
ひ
、

一
夜
作
の
の
商
人
が
帯
刀
袴
で
公
威
を
仮
る
と
も
、
商

法
は
、
フ
ま
く
友
行
く
も
の
で
は
な
い
と
ち
一
一
品
へ
る
は
、
専
頁
制

或
は
、

度
の
事
質
上
の
弊
害
を
指
摘
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

夏
に
彼
は
道
徳
的
収
協
か
ら
専
資
制
度
乃
至
官
業
の
非
を
唱

ヘ
ー
目
的
d

由
。
印
私
γ

戒
は
古
川
と
議
十
佐
和
ざ
れ
ば
刺
同
斜
難
L
、

出
川
義
を
拍
れ
ば
武
士
道
廃
る
」
、
而
も
『
産
物
仕
入
れ
て
上
に
利

日
批
の
闘
有
れ
ど
も
格
別
故
で
に
る
大
闘
に
非
・
一
少
』
、
故
に
『
射
利

を
専
ら
に
す
る
図
は
弱
固
と
岡
山
ふ
ベ
し
』
と
言
ひ
、
或
は
「
王
侯

は
先
倉
原
告
貧
し
め
ん
と
、
商
人
の
職
必
傘
ふ
て
産
物
会
仕
入

一
岡
に
財
を
賠
ん
と
欲
し
、
官

れ
、
或
は
賦
欽
を
厚
う
し
、

支
は
牧
飲
し
て
民
ぞ
虐
け
、
士
は
利
財
に
白
ぞ
踊
れ
て
、
時
義

廉
恥
ぞ
忘
る
れ
ば
』
、
管
仲
の
『
倉
康
貸
別
知
躍
節
』
て
ふ
名
-
一
一
一
口
占
岬
ー

は
き
日
記
へ
大
も
の
で
あ
る
と
辿
ベ
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る

J

以
上
の
数
言
Jq
以
て
見
る
に
、
専
富
頁
乃
五
一
官
業
は
領
民
を
搾

雑

銀

正
司
考
棋
の
事
責
反
蜘
割
論

取
し
て
藩
の
利
を
計
る
も
の
で
あ
る
、
之
に
依
て
得
る
鹿
の
利

は
僅
少
に
止
ま
り
、
而
も
之
が
震
に
は
武
士
道
ぞ
犠
牲
に
供
せ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
き
れ
ば
い
さ
〉
か
の
利
に
拘
泥
す
る
よ
り

も
、
武
士
道
を
確
守
す
る
方
が
富
闘
の
基
で
あ
る
と
説
く
が
如

〈
で
あ
る
。

考
成
は
上
惑
の
如
く
官
業
に
は
賛
成
せ
ざ
る
も
、
領
主
及
領

市
町
の
窮
乏
欣
懲
は
之
れ
守
官
制
渇
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
削
お
彼

は
、
運
上
を
以
て
、
各
職
業
部
門
の
統
制
手
段
な
る
の
み
な
ら

示
、
財
政
手
段
で
あ
る
と
も
設
き
、
叉
倹
約
は
上
下
富
有
の
基

で
あ
る
と
論
じ
て
頻
り
に
之
巻
奨
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

先
つ
謹
上
に
闘
rμ
て
『
上
は
唯
葉
遣
を
守
h

り
、
商
衰
の
職
を

奪
ふ
を
憐
と
し
て
、
一
園
屋
は
商
買
に
致
さ
せ
運
上
を
取
る
に
如

か
す
』
と
謹
JN

、
突
に
法
上
の
性
質
を
論
じ
て
、
『
運
上
は
上
の

利
慾
に
非
歩
、
目
疋
法
を
立
ざ
れ
ば
、
市
中
白
放
に
商
賓
致
し
、

謙
譲
の
道
を
失
却
し
て
争
闘
絶
え
歩
、
況
や
今
時
の
人
気
に

は
、
各
別
に
囚
職
(
士
・
農
・
工
・
商
!
筆
者
)
ぞ
研
援
し
て
、
各

共
免
職
を
予
へ
置
?
ん
ば
、
上
を
犯
せ
る
基
な
加
』
と
全
一
口
ふ
。

第
三
十
一
巻

第
五
就

四
七

七
六

経済要論、(同上、傘三十三、 8貰)
征槍考、(悶上、巻二十三、 '70頁)
経済要論、(同上、巻二十二、 20頁)
同上、(同上、 23頁)
征擁考、(同上、巻二十三、 IiO頁)
I司上、(同よ、 '73頁)
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雑

録

正
司
考
棋
の
奪
貸
反
割
論

共
意
は
各
職
業
階
級
の
混
活
令
防
戸
、
震
に
、
詳
言
す
れ
ば
士
・

農
・
工
階
級
が
商
人
に
混
入
し
て
階
級
組
織
を
混
乱
に
導
く
ぞ

防
ぐ
矯
め
に
、
商
人
に
運
上
ぞ
課
し
て
共
商
業
特
権
を
確
保
す

べ
し
と
す
る
に
有
り
、
此
峨
弐
階
級
の
混
鴻
こ
そ
闘
の
基
を
危

く
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
考
滅
が
極
力
排
斥
す
る
所
で
あ

ふ
下
此
論
燐
よ
り
し
て
藩
の
専
賓
の
加
き
は
回
収
も
不
健
全
な
制

度
で
あ
り
、
従
つ

t
殖
産
の
事
は
尚
人
ド
委
ね
、
只
恕
上
の
徴

!V( 

J:)， 

'Il' 
/レ

Z

ヨ
札
パ
ミ
4
2
炉
、
〉
主
治
日
本
円
よ
り
~
J
C

ゴ
JF
泊
司

U
J
4
E
J
4
-
d

倹
約
が
貧
窮
防
止
の
最
上
策
な
る
事
は
、
徳
川
時
代
の
諸
墜

者
を
通
H
U
て
見
ら
る
、
所
で
あ
る
が
、
考
組
に
至
つ
て
は
ま
さ

に
共
頂
黙
に
立
つ
も
の
と
言
へ
ょ
う
。
即
ち
『
君
の
用
度
は
定

わ
有
て
、
租
・
庸
・
調
の
三
よ
り
外
な
し
、
是
を
勘
ヘ
量
入
祭
出

と
き
は
財
豊
か
に
し
て
、
産
物
貨
殖
、
取
欽
す
る
に
及
ば
歩
、

叉
園
周
の
要
領
は
、
本
一
u
H

も
無
く
て
叶
は
ざ
る
衣
食
住
に
在

て
、
富
乏
は
倹
約
と
蓉
廃
の
風
俗
に
係
れ
札
一
』
と
い
ひ
、
或
は

『
今
貴
臨
時
貧
富
の
家
に
四
日
に
卒
均
し
、

一
戸
七
雨
っ
、
倹
約

争
訟
て
も
、
十
高
戸
に
は
七
十
高
雨
と
な
る
o
縦
ひ
天
下
無
双
の

国
産
と
い
へ
ど
も
其
利
径
十
高
金
に
は
至
り
難
し
。
十
呈
の
江

第
三
十
一
拳

第
五
就

七
大
四

一
四
八

海
ぞ
填
め
開
墾
し
て
も
正
ハ
定
額
七
十
高
石
に
は
至
り
難
し
o
様

々
の
産
物
を
工
夫
せ
ん
よ
り
、
俊
拘
の
法
在
行
は
U

、
官
交
を

用
ひ
守
し
て
政
事
も
煩
は
し
か
ら
杭
』
と
漣
べ
て
、
倹
約
冶
以

て
領
主
の
岡
達
よ
り
も
利
後
大
な
り
と
論
じ
、
米
四
時
藩
が
三
十

高
石
ぞ
十
五
高
石
は
減
対
せ
ら
れ
て
後
、
却
て
裕
福
と
な
っ
た

の
は
倹
約
の
賜
物
で
あ
る
と
し
て
居
る
。

考
臓
が
叉
「
閣
官
同
を
願
は
f

先
つ
君
自
ら
償
金
行
ふ
に
如
今
、

金
子
ザ
行
f
f
t
告
は
土
大
夫
品
川
名
ー
に
下
主
ん
じ
倣
ふ

τ斡

倹
な
る
ゆ
へ
、
貧
民
と
云
者
無
レ
』
と
い
へ
る
は
、
倹
約
が
君
主

の
財
政
上
資
す
る
所
大
な
る
の
み
な
ら
手
、
下
民
叉
之
に
倣
つ

て
上
下
共
に
富
有
と
な
る
事
ぞ
設
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
倹
約

の
効
岡
市
此
の
如
く
著
し
き
是
認
む
る
彼
が
、
藩
は
依
て
武
土
遣

を
失
ひ
、
領
民
は
濯
の
搾
取
に
逢
ふ
所
の
、
事
費
制
度
に
極
力

反
封
す
る
の
は
首
然
す
あ
る
。

最
後
に
民
業
に
就
て
一
瞥
し
よ
う
。
民
業
に
闘
す
る
考
濃
の

見
解
は
大
煙
、
民
業
は
自
家
の
生
長
に
委
ぬ
‘
へ
き
事
、
及
製
品
の

寅
貨
は
商
人
に
一
任
す
べ
き
事
の
二
項
に
分
ち
得
る
と
息
ふ
。

吉田忠輸氏、徳川末期の経済事者正司考礁のj思想正其背彰(早稲田商事、第
二披)
園周考f日本経理年叢書、巻二十二、!tQI頁)
同上、 f同上、 "57頁)
同上、(同上、 2I7頁}

9) 



前
者
に
就
て
は
、
或
る
藩
が
傘
の
輸
入
ぞ
防
遁
せ
ん
が
矯
め

に
其
製
造
巻
開
始
し
た
が
、
品
質
劣
悪
な
る
矯
め
消
費
者
ぞ
困

ら
せ
、
叉
密
輸
入
が
企
て
ら
れ
て
其
結
果
庭
罰
者
を
出
す
等
、

種
々
の
不
合
理
冶
醸
し
た
例
L
T
事
け
.
諸
藩
の
産
物
貨
殖
は
総

て
比
類
で
あ
る
と
鴻
べ
て
ゐ
ゐ
A

後
者
に
就
て
は
近
江
闘
に
農

家
の
副
業
と
し
て
行
は
う
J

句
排
出
雲
の
例
ぞ
例
け
、
「
是
櫨

を
他
邦
仁
費
出
す
に
、

一
郷
毎
に
織
屋
と
云
て
、
二
三
軒
つ
〉

地
札
港
上
申
中
州
内
、
山
崎
中
棉
で
-
f
r
z
d
干
よ
ト
I
市
川
上
、
}
世
)
-
]

l

-

一〆

d
j
ι
伺
，
u
J
4

τ、
目
疋
者
ど
も
よ
り
農
家
に
創
平
仕
入
主
諭
す
。
由
之
農
家
よ

り
私
に
販
ぐ
事
を
得
守
、
斯
職
方
正
し
け
れ
ば
必
富
舗
と
潟
る

ベ
し
』
と
漣
べ
て
商
工
分
立
の
良
制
度
な
る
事
や
賞
錫
し
、
若

し
生
産
者
が
、
商
人
の
賀
入
債
格
低
き
を
口
貨
と
し
て
、
官
に

直
費
捌
ぞ
願
出
づ
と
も
諜
す
べ
か
ら
?
と
説
い
て
ゐ
か
。
蓋
し

商
機
に
暗
品
川
、
農
工
業
者
が
商
業
に
興
は
れ
ば
、
結
局
得
べ
き
利

ム
企
を
失
ふ
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
園
産
奨
励
は
商
機
に
疏
き
武
士
の
目
先
の
み

を
考
へ
た
計
歪
で
あ
り
、
破
産
の
事
は
商
人
に
委
ぬ
る
以
て
四

民
共
に
最
も
益
あ
り
と
説
く
考
成
が
、
藩
の
専
賓
制
度
に
反
針

雑

縫

正
司
考
棋
の
裏
面
且
反
讃
論

す
る
の
は
、
是
亦
常
然
で
あ
る
。

四

以
上
正
司
考
践
の
若
干
の
経
済
策
に
関
聯
し
て
、
彼
の
官
主
由
民

反
封
論
を
一
瞥
し
た
。
之
を
要
約
す
れ
ば
、
藩
の
替
利
行
翁
は

四
民
分
立
の
良
制
を
凱
し
、
領
民
を
搾
取
し
て
一
圏
在
立
の
基

礎
を
危
く
す
る
も
の
で
あ
る
、
ー
し
く
四
民
各
共
峨
争
守
り
.

一
に
倹
約
を
以
て
、

一
図
の
官
ぞ
盛
ん
に
す
ぺ
し
と
す
ゐ
に
あ

目
叩

1
w
i
h
b

酬

Fe

岡
崎

M
F
A
Lト

宥
糾
の
間
に
酬
じ
t
p
h

封
建
肘
曾
ノ
打
討
州
h

り
の
脈
問

は
、
階
級
の
混
滑
と
者
修
の
増
長
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

此
の
観
察
は
英
範
閣
に
於
て
は
正
賞
大
る
み
兵
は
な
い
。
然
し

此
雨
者
の
夏
に
原
因
ぞ
四
摘
す
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
考
煤
は
此

鞘
に
闘
し
て
考
へ
及
ば
ざ
り
し
如
く
で
あ
る
。
此
貼
と
は
邸
ち

貨
融
市
経
済
の
進
展
で
あ
る
。
貨
融
巾
経
済
の
進
展
、
諸
藩
財
政
の

窮
乏
、
商
業
利
潤
の
増
加
、
そ
こ
に
士
農
の
階
級
そ
し

τ商
人

を
表
み
、
商
業
行
矯
に
輿
は
ら
ん
事
を
企
闘
せ
し
む
る
に
至
る

根
本
原
因
が
存
す
る
。
考
践
が
専
費
制
度
の
原
因
を
目
し
て
、

『
武
家
も
至
極
の
関
昭
ゆ
へ
か
』
云
々
と
い
へ
る
は
勿
論
皮
肉
の

ユ
一
一
ロ
で
あ
ら
う
。
然
し
徳
川
中
期
の
事
者
で
さ
へ
、
『
今
の
世
は
、

第
三
十
一
血
管

七
大
五

第
五
時
馳

一
四
九

征権考、(同上、容三十三、 170、'7'頁)
同上、(向上、 189頁)

13) 
14) 



雑

正
司
考
棋
の
事
責
反
封
論

銘

米
穀
布
市
あ
り
て
も
、
金
銀
乏
し
け
れ
ば
世
に
立
ち
難
し
、
闘

民
の
賎
し
き
者
の
み
に
非
?
.
士
大
夫
以
上
、
諸
侯
図
君
も
骨
然

か
出
』
と
述
べ
て
ゐ
る
の
に
、
考
牒
が
其
著
の
他
の
部
分
に
於
て

も
、
か

:ο
世
態
に
言
及
し
て
ゐ
な
い
の
は
、
儒
家
流
の
思
想

に
捉
は
れ
た
る
事
を
示
す
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
o

容
修
増
長
の
原
囚
も
、

一
一
嗣
卒
和
に
基
く
人
心
の
旗
康
て
ふ

心
理
的
事
情
に
存
す
る
事
は
明
か
で
あ
る
が
、
財
貨
流
通
の
股

出品
J
U

中
市
町
市
町
広
ゐ
開
悶
て
あ
P

旧
事
は
問
問
ひ
符
な
い
山
川
で
あ
ら
〈
古
門
会

れ
ば
考
椋
と
同
時
代
の
撃
者
も
、
「
古
今
宮
閣
の
遺
骨
ぞ
論
じ
候

に
は
、
著
修
e
q
禁
じ
倹
約
守
勧
候
事
定
り
に
る
道
に
御
座
候
得

共
、
久
し
く
昇
平
の
化
に
浴
し
候
風
俗
、

一
統
自
然
と
箸
修
に

移
り
炉
事
昨
世
の
勢
に
御
座
候
得
者
、
張
て
日
疋
を
禁
じ
候
而
は

人
情
に
戻
り
悦
服
難
仕
御
座
伎
に
付
、
日
正
を
以
岡
家
会
富
吉
ん

事
、
営
時
に
於
て
は
難
相
成
儀
と
奉
在
住
一
?
と
漣
べ

τ、
倹
約

夫
自
身
は
富
ψ

倍
増
加
す
る
も
の
に
非
ホ
と
論
守
る
所
で
あ
る
。

叉
考
棋
が
倹
約
出
品
闘
の
菜
例
と
し
て
奉
ぐ
る
米
津
落
は
、
鷹
山

公
以
来
産
業
政
策
に
頗
る
習
意
し
、
家
中
工
業
・
織
物
の
専
賓

等
会
行
っ
て
致
富
策
を
講
じ
て
居
る
の
で
あ
る
c

長
也考
。棋第
良が三
民~.. + 
多臣与一
けは巻
れ富
ばの
園意
必に
富し
とて
云、

榊民
のの
詰止締
な言書
り刊也
ι=.....J。
と巨
云は
へ民
るの

七
六
六

第
五
披

一
五

O

に
徴
し
て
明
か
な
る
如
く
、
彼
は
民
の
富
則
ち
君
の
富
て
ふ
儒

家
流
の
見
解
を
守
hv
、
諸
務
が
首
面
の
財
政
救
済
策
と
し

τ行

へ
ゐ
専
賢
制
度
に
反
劃
す
る
の
で
あ
っ
て
、
此
勤
ま
さ
に
前
稿

に
述
べ
し
、
玉
虫
十
蔵
・
棲
田
姐
の
見
解
と
軌
を
一
に
す
る
。

要
之
、
考
濃
の
見
解
は
、
徳
川
時
代
の
撃
者
に
遁
有
の
儒
家
流

)
A
l
j
y
r
i
l
i
-
-

σ
日
一
刷
川
口
而
品

4
4
4
円
一
世

孔
川
市
都
市
町
反
射
論
mw
均
舎
も
め

.111: 

揚
よ
り
な
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
寅
よ
り
も
寧
ろ
思
想
的
観

結
よ
わ
唱
へ
ら
れ
↑
ん
も
の
で
あ
る
。
彼
が
宮
商
の
出
な
る
が
故

に
、
商
人
商
業
の
自
由
制
御
立
や
叫
ぶ
は
営
然
と
す
る
も
、
商
家

の
出
で
あ
り
乍
ら
、
貨
幣
経
済
準
展
の
欣
態
に
一
流
き
及
ば
ざ
り

し
は
奇
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

太宰春室、経務録拾遣、 f同上、巻六、 29Q:O
仁井田好古、宮圏存念書、(同上、巻三十二巾'.290頁〉
紐湾要論、(同上、谷二十二、 29頁)
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